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-------------------------------------------------------------------------------------- 

７月１日から「改正育児・介護休業法」 

が全面施行 

 

◆100 人以下の事業主にも適用 

男女ともに仕事と家庭が両立できる働き方の

実現を目指し、2009年に「育児・介護休業法」が

改正されました。 

これまで、従業員 100 人以下の事業主には、

次の各制度の適用が猶予されていましたが、７

月１日よりすべての事業主に適用されますので、

注意が必要です。 

 

◆短時間勤務制度（所定労働時間の短縮措置） 

（１）事業主は、３歳に満たない子を養育する社

員について、本人が希望すれば利用すること

のできる「短時間勤務制度」を設けなければな

りません。 

（２）「短時間勤務制度」は、就業規則に規定して

いるなど制度化されている必要があり、運用さ

れているだけでは不十分です。 

（３）「短時間勤務制度」は、１日の所定労働時間

を原則として６時間とする措置を含めなけれ

ばなりません。なお、１日の所定労働時間を６

時間とする短時間勤務を選択することができ

る制度を設けたうえで、その他、例えば１日の

所定労働時間を７時間や５時間とする措置や、

隔日勤務で所定労働日数を短縮する措置な

どを併せて設けることも可能です。 

 

 

 

◆所定外労働の制限 

（１）３歳に満たない子を養育する社員が申し出

た場合、事業主は、所定労働時間を超えて労

働させてはなりません。ただし、事業の正常な

運営を妨げる場合、事業主は従業員の請求

を拒むことができます。 

（２）所定外労働の制限の申出は、１回につき、１

カ月以上１年以内の期間について、開始予定

日と終了予定日等を明らかにして、開始予定

日までの１カ月前までに事業主に申し出る必

要があります。また、この申出は何回でもする

ことができます。 

 

◆介護休暇について 

要介護状態（負傷・疾病または身体上・精神

上の障害により、２週間以上の期間にわたって

常時介護を必要とする状態）にある家族の介護

や世話を行う社員は、事業主に申し出ることに

よって、介護する家族が１人ならば年に５日、２

人以上ならば年に 10 日まで、１日単位で休暇を

取得することができます。 

 

◆近づく全面施行を前に 

いずれの制度についても、新たに対象となる

事業主はあらかじめ制度を導入したうえで、就

業規則などに記載し、従業員に周知する必要が

あります。 

また、適用除外とできる社員の要件などにも

注意が必要です。全面施行が近づいていますの

で、早急に導入に向けた準備が必要です。 
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派遣社員による育児休業取得の実態は？ 

 

◆大手派遣会社などによる支援 

派遣社員が育児休業（育休）を取得する動き

が尐しずつ広がっているようです。大手派遣会

社などが、優秀な人材を確保するために様々な

支援を始めたことが背景にあります。 

しかしながら、育休明けに派遣先が決まらな

いことが多いなど、課題も多くあります。派遣社

員の出産・育児を後押しする環境づくりが、尐子

化対策の観点からも求められています。 

 

◆支援の具体的内容 

派遣社員などの有期雇用者は、2005 年の育

児・介護休業法の改正により、一定の条件を満

たせば、育休を取得できるようになりました。 

当初は、派遣会社の対応が遅れて利用は進

んでいませんでしたが、ここ数年で徐々に増加し、

利用者が大幅に増えた大手派遣会社もあるよう

です。 

中小の派遣会社では対応にばらつきがありま

すが、大手では、専門担当者を配置し、育休期

間中も含めて相談に応じる体制を整えたり、復

帰前に支援セミナーを開いたりするなど、積極的

な支援を行うようになってきています。 

 

◆派遣先での理解も必要 

しかし、派遣会社が支援に力を入れたとしても、

復帰後の派遣先が決まらなければ意味がありま

せん。厚生労働省の調査によると、2010 年度に

おいて育児休業給付金を受給した人（約 20 万

6,000人）のうち、有期雇用者は 7,375人に過ぎ

ませんでした。 

また、同省が 2009年にまとめた調査で、派遣

先約 500 社の管理職のうち、派遣社員でも育休

を取得できることを知っていた人は約半数しかい

ないことからも、「派遣社員の育休取得」への理

解は低いことがわかります。 

 

◆課題の解決に向けて 

また、保育園の入園選考で、派遣先未定の派

遣社員を「仕事をしている」とみなすか、「仕事が

なくて求職中」とみなすかの明確な基準がなく、

後者とみなして優先順位を下げる自治体もある

ようです。 

派遣社員は、雇用主である派遣会社の他に、

派遣先や行政の支援や理解が欠かせず、大き

な課題となっており、今後の施策が期待されま

す。 

 

 

最近の労働関係の裁判例から 

 

◆「期間満了を理由とする雇止め」を 

めぐる裁判例 

京都市にある大学が、期間満了を理由として

雇用契約を更新しなかったのは不当であるとし

て、元助手の女性が雇用の継続などを求めてい

た訴訟は、大学がこの女性を今年４月から新た

に１年間雇用する（契約更新なし）との内容で、

京都地裁で和解が行われました。（2011 年 12

月 22 日） 

この女性は、2007 年４月から「契約期間３年」

で勤務していましたが、2010 年３月末に雇止め

されました。採用時に「よほどの不祥事がなけれ

ば１回は契約更新される」との説明を受けていた

ことから、提訴していたものです。 

女性は「教員の使い捨てに異議を申し立てた

かった。非正規教員の問題は全国で広がってい

るが多くの教員は泣き寝入りしている」と話して

おり、大学側は「裁判の長期化は望ましくないと

判断した」と話しているそうです。 

 

◆「過労死」をめぐる裁判例 

新聞社の記者だった男性が糖尿病の悪化に

より死亡したのは過労が原因だったとして、この

男性の父親が労災と認定しなかった国の処分の

取消しを求めていた訴訟（控訴審）で、東京高裁

は、一審の東京地裁判決（請求棄却）を支持し、

控訴を棄却しました。（2012 年 1 月 25 日） 

裁判長は、業務内容を「精神的・身体的に著

しく負担が大きかった」と認定しましたが、ストレ

スと糖尿病悪化の関係は「医学的知見が定まっ

ていない」とし、業務と死亡との因果関係を否定

しました。 

この男性は 1984 年に入社し、1997 年６月に
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糖尿病の合併症が原因で死亡しました。直前の

同年５月までの半年間の時間外労働は、月平

均約 134 時間だったそうです。 

 

◆「育休に伴う解雇」をめぐる裁判例 

育児休業の取得を理由に解雇されたのは違

法であるとして、埼玉土地家屋調査士会の元社

員の女性が解雇無効の確認などを求めていた

訴訟で、さいたま地裁は、同会が請求を認める

「認諾」を表明して審理が終結しました。職場復

帰と同会および同会会長が慰謝料 165 万円を

女性に支払うことが決まったそうです。（2012 年

2 月 2 日） 

原告側の代理人弁護士は「泣き寝入りせずに

闘った結果。より働きやすい職場になってもらい

たい」と話しているそうです。 

この女性は 2005年８月に事務職として入社し、

2009 年９月に妊娠後、切迫流産の危険があっ

たため数日間休みましたが、同年 11月以降、同

会役員らに退職を勧められました。2010 年４月

から産休と育休を取得し、2011 年５月 18 日に

復帰すると、そのまま解雇されていました。 

 

 

「『競業他社への転職禁止』の契約は無

効」との判決 

 

◆非常に大きなインパクト 

今年１月上旬、外資系の大手生命保険会社

が同社の執行役員と交わした契約条項（退職後

２年以内に競合他社に就業するのを禁止し、違

反した場合は退職金を支給しない）の有効性が

争われた訴訟の判決がありました。 

この判決内容は非常にインパクトのあるもの

であり、新聞紙上等でも大きく報道されました。 

 

◆退職金 3,000 万円の支払いを命じる 

東京地裁は、次のように判断し、元執行役員

男性の請求通りに、会社に対して退職金（約

3,000 万）の支払いを命じました。 

（１）「情報の流出を防ぐ目的で競合他社へ転職

を禁じるのは過大」 

（２）「職業選択の自由を不当に害している」 

（３）「契約条項は公序良俗に反して無効」 

原告側弁護士によれば、外資系企業では上

記のような条項を交わすケースが多く、「名ばか

り管理職とされる執行役員の転職を安易に禁じ

ることに警鐘を鳴らす判断」としています。 

 

◆判断のポイントは？ 

一般的に、上記のような「競業他社への転職

禁止」の契約は、優秀な人材とノウハウの流出

防止を目的に締結されます。 

過去にも、競合他社への転職について争われ

た裁判例があります。それらの判断のポイントは、

次の通りとされています。 

（１）競業他社への転職を希望する者の会社内

での地位が高ければ高いほど、転職が認めら

れない（競業避止義務を負う）傾向にある。 

（２）転職先の競業会社の内容・場所も考慮され

ており、それらが近ければ近いほど転職が認

められない（競業避止義務を負う）傾向にあ

る。 

競業他社への転職禁止に関する契約を従業

員と締結する場合、上記のことを考慮すべきだと

言えるでしょう。 

 

 

「職場におけるパワハラ行為」の定義を明

確化 

 

◆初めて「パワハラ」の定義を明確化 

厚生労働省のワーキンググループは、職場に

おけるパワー・ハラスメント（パワハラ）に該当す

る可能性のある行為を６つに類型化した報告書

をまとめました。 

この報告書では、パワハラの定義が初めて明

確化されるとともに、企業が取り組むべき対策に

ついても紹介しています。 

 

◆パワハラとはどのような行為か？ 

パワハラは、一般的に「職務上の地位や人間

関係など職場内の優位性を背景に業務の適切

な範囲を超えて、精神的・身体的な苦痛を与え

たり、就業環境を悪化させたりする行為」とされ

ています。 
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上司から部下への「いじめ」や「嫌がらせ」を指

して使われる場合が多いのですが、人間関係や

専門知識などで優位な立場にある同僚や部下

から受ける嫌がらせなども含まれるとされていま

す。 

 

◆パワハラに該当しうる行為（６分類） 

今回の報告書では、職場のパワハラに該当し

うる行為について、次の６つに分類しています。 

（１）暴行・傷害などの「身体的な攻撃」 

（２）侮辱や暴言などの「精神的な攻撃」 

（３）無視などの「人間関係からの切り離し」 

（４）遂行不可能なことへの強制や仕事の妨害な

どの「過大な要求」 

（５）能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を

命じることなどの「過小な要求」 

（６）私的なことに過度に立ち入る「個の侵害」 

ただ、職場におけるパワハラは「業務上の指

導との線引きが難しい」との意見もあり、報告書

では（４）～（６）については「業務の適正な範囲

内」であれば本人が不満に感じたとしてもパワハ

ラには該当しないとしています。 

 

◆予防と解決のために積極的な取組みを 

企業におけるパワハラの予防と解決には、組

織トップによるメッセージや、就業規則での規定

化、予防・解決のためのガイドラインの作成、教

育研修の実施、企業内外における相談窓口の

設置等が効果的です。 

パワハラ被害を受けた従業員が、人格を傷つ

けられたこと等により心の健康を悪化させ、休

職・退職に至るケースや、周囲の人たちの意欲

が低下し、職場全体の生産性に悪影響を及ぼ

すケースもあり、パワハラが企業にもたらす損失

は非常に大きいと言えます。 

そのため、パワハラ問題への取組みを企業が

積極的に進めることが求められます。 

 

3 月の税務と労務の手続 

［提出先・納付先］ 

 

10 日 

○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納

付［郵便局または銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前

月以降に採用した労働者がいる場合＞［公

共職業安定所］ 

○ 労働保険一括有期事業開始届の提出＜前

月以降に一括有期事業を開始している場合

＞［労働基準監督署］ 

15 日 

○ 個人の青色申告の承認申請書の提出＜新

規適用のもの＞［税務署］ 

○ 個人の道府県民税および市町村民税の申

告［市区町村］ 

○ 個人事業税の申告［税務署］ 

○ 贈与税の申告期限＜昨年度分＞［税務署］ 

○ 所得税の確定申告書の提出［税務署］ 

○ 確定申告税額の延期の届出書の提出［税

務署］ 

31 日 

○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀

行］ 

○ 日雇健保印紙保険料受払報告書の提出

［年金事務所］ 

○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用

状況報告書の提出［公共職業安定所］ 

 

当事務所よりひと言 

 

昨年の東日本大震災から 1 年が経過いたし

ました。改めて、東日本大震災により亡くなら

れた方々のご冥福をお祈り申し上げるとともに、

被災された皆様には心からお見舞い申し上げ

ます。 

新年度が目の前です。2012 年 4 月からは、

労災保険料率、雇用保険料率、健康保険料

率が軒並み変更になります。事業主様、担当

者様におかれましては、社内処理変更の確認

をお勧めします。 

また本号でも取り上げましたが、７月１日から

“改正育児介護休業法”が全面施行されます。

育児介護休業規程の点検をお勧めします。 

 

当事務所では、社内業務の相談も承ってお

ります。お気軽にご相談下さい。（髙野 裕之） 


